仕様書　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１３）

１．委託業務名
大阪府医療機関等物価高騰対策一時支援金支給事務補助業務

２．目的
エネルギー・食料品価格等の高騰の影響を受けている医療機関等の負担軽減を図り、安定的な事業継続を支援するため、物価高騰及び食材料費高騰に対する一時支援金支給業務について、受注者の技術等を最大限活用し、事務処理の効率化及び最適化を図るものである。

３．契約期間
契約締結日から令和８年７月31日まで

４．履行場所等
　　　　 発注者が大阪府庁内又は大阪府庁本館近辺にて用意する執務室内（予定）
　　　　　（最大20名が執務可能。20名を超える場合は、必要に応じて受注者で準備すること。）

５．支給対象施設
大阪府内に所在する病院、診療所、薬局、助産所、歯科技工所、施術所、
訪問看護ステーション
約30,000施設（うち紙申請は2,000施設程度）
＜参考＞R4実績　　　　　 　支給件数15,703件（うち紙申請 702件）　対象：20,000施設
R5実績（１回目）支給件数20,409件（うち紙申請1,656件）対象：24,000施設
R5実績（２回目）支給件数19,886件（うち紙申請1,050件）対象：24,000施設
R7実績（１回目）支給件数19,010件（うち紙申請955件）　対象：30,000施設
　　　　　　　 ※R7実績は見込み数

６．業務内容等
（１）業務実施計画書の策定
受注者は、本仕様書の対応内容について、事務実施案を取りまとめた「業務実施計画書」を作成し、契約締結後速やかに発注者に提出して承認を得ること。
なお、業務実施計画書には、少なくとも次に掲げる事項を記載するものとする。
①　業務実施体制（業務全般の業務責任者の氏名、各業務従事者の人数及び役割記載の実施体制図）
②　業務スケジュール
③　個人情報保護、セキュリティ管理及び危機管理体制
　（受注者において定めた規則や連絡体制等を明記すること）

（２）申請期間（予定）
令和８年２月下旬から１ヶ月程度
[bookmark: _Hlk194570293]契約締結後、概ね１週間で常時電話機10台を受電できる体制を確立し、電話対応を行うこと。さらにその後１週間で審査業務が開始できるよう履行体制を構築すること。
　　　　　　　受注者は履行開始前までに発注者が作成したマニュアルをもとに事業概要・業務内容等の説明を受けた後、速やかに業務を開始することとし、令和８年7月31日までに業務を完了すること。

[bookmark: _Hlk217403782]（３）業務スケジュール（予定）
	電話対応期間
	契約締結日より概ね１週間後から契約終了日まで

	審査・補正期間
	契約締結日より概ね２週間後から令和８年5月末まで

	支払期間
	申請受付開始から令和8年6月末まで

	過誤等の対応期間
	申請受付開始から契約終了日まで


　　　　　　　全申請件数の約３割を４月末までに、約７割を５月末までに、全申請件数を6月末までに支援金の支払いが完了できるよう処理（以下（４）-1、（４）-2に定める業務）し、「支出予定一覧表」を受注者に納入すること（【別紙１】業務フローを参照）
（４）業務内容（予定）
[bookmark: _Hlk194569615]業務は、大阪府の休日に関する条例（大阪府条例第２号）第２条第１項に規定する休日を除く午前９時から午後６時までの間に行い、以下の業務を行うために必要な人員を確保すること。また、処理に遅れが生じると見込まれるときや指定した期限内の審査完了が困難になることが見込まれるときは、直ちに発注者と協議の上、発注者から増員要請を受けた場合は、概ね1週間以内に増員すること。なお、申請受付開始当初に多数の申請が見込まれることから、審査業務については最低20名（受電業務との兼務可）で体制を構築すること。
【参考】令和７年度の同様の事業における体制：最大23名
業務の進捗状況については、申請日ごとに処理件数を把握し、完了までを管理すること。
支給対象施設から大阪府が提供するシステムによる電子申請又は紙により申請された内容について、発注者が提供するマニュアル等に基づき、支給要件等の確認審査を行うこと。また、発注者が指定する様式・ファイル形式による支援金支出予定一覧表等を作成し、発注者に納入すること。　（様式は【別紙３】参照）
なお、紙申請受付業務については、発注者が指定する様式・ファイル形式による審査用データ作成等の必要データを作成し、発注者に納入すること。（【別紙１】業務フローを参照）
（４）-１．審査業務
①　申請内容チェック
　【別紙２】チェックリストに基づきア～ウの項目について審査を行うこと。
（平均処理時間：１件あたり５～１０分程度）
ア　申請内容データと管理台帳との突合
（ア）支給対象施設区分
（イ）許可病床数
（ウ）保険機関等コード
（エ）施設情報　　　　　　　　　　　　　　　等
イ　支給申請額の確認
施設区分に応じた申請額であるかのチェック
ウ　振込口座情報の確認
提出のあった通帳の写し等の内容と一致しているかのチェック
②　不備・補正対応
申請内容に誤り等があった場合は、申請者に対して電話等による確認を行った上で、受注者で補正を行うこと。（場合によっては、資料の再提出を依頼すること。）
　　　　　なお、令和７年度１回目支給済（申請受付期間：令和７年７月１４日から９月１９日）
かつ　支給対象施設区分、許可病床数、保険機関等コード、施設情報、振込口座情報　等に変更及び不備がない申請においては、審査開始時点から概ね２週間以内に審査を完了すること。（全申請件数の約3割を想定）
（４）-２．データ化業務
①　支出関係書類の作成（各データフォーマットは【別紙３】参照）
（各種平均処理時間：１５～２０分程度）
ア　申請一覧データ（Excel形式）の作成
審査が完了した申請内容データ《様式第３号》に、発注者が指定する加工を行い、申請一覧データを作成すること。
　　　　　　イ　対象確認データ（Excel形式）
支給台帳から発注者が指定した項目のみ抽出したデータを加工し、対象確認データを作成すること。
ウ　債権債務者集合登録一覧の作成（Excel形式）
支給台帳から発注者が指定した項目のみ抽出したデータを加工し、債権債務者集合登録一覧を作成すること。
エ　債権債務者集合登録用データの作成（CSV形式）
イを元に発注者が指定した項目を抽出したデータを作成すること。
オ　支出予定一覧表の作成（Excel形式）
イおよびウをもとに大阪府財務会計システムにより生成したマスターコードに対応した債権債務者番号を支給台帳に追加し、支出予定一覧表を作成すること。
カ　債権者内訳取込シート用データの作成（CSV形式）
支出予定一覧表から指定した項目を抽出したデータを作成すること。

②　紙申請の受付及びデータ化
ア　紙申請の受付体制の確立
受注者は、紙申請の受付開始予定日決定後速やかに、申請書の受付体制を確立すること。（郵送等）
イ　紙申請書（様式第１号及び様式第２号）の受付・管理
紙申請の受付年月日を記録するとともに、業務終了後発注者に納入するまでの間、適切に管理すること。
ウ　紙申請書の申請内容データの作成
紙申請書に記載された申請内容をデータ入力し、①以降と同様の手順により処理すること。
（４）-３．電話対応業務
　　　業務時間内において、発注者から提供するFAQに基づき、申請者からの問い合わせに対応し、記録すること。また必要に応じて、職員へ報告すること。（電話機：最大20台）なお、昼休憩は交代でとることとし、常時10台の受電対応可能な体制を整えること。
（４）-４．各業務共通
各業務は、すべて発注者から提供するネットワーク環境内にておいて行うこととする。
（大阪府庁内LANに繋げて業務を行い、府が提供するシステムや健康医
療部共有フォルダ内等で作業）
受注者は、発注者に提出するデータ及び審査業務等における確認については、２名以上で行い、発注者が指定する期日に応じて随時進捗管理を行うこと（処理件数等については、「（３）業務スケジュール（予定）」を参照）。また、個人情報を含むデータ等は適切かつ厳重に管理するとともに、個人情報の漏洩防止策を講じること。併せて、必要に応じて発注者に確認の上、発注者から提供する当初のマニュアルを改訂すること。

７．業務責任者及び現場責任者の選任
（１）受注者は、業務責任者及び現場責任者を選任又は変更したときは、発注者に届け出なければならない。
　　　　ただし、兼務とする場合は事前に発注者と協議すること。
（２）業務責任者は、業務の進捗状況を管理し、受注業務の遂行についての指揮監督を行い、現場責任者の指導を行うとともに、業務の遂行について、発注者への報告を行うこととする。
また、監督職員を窓口として業務責任者との協議及び連絡調整を行うこととする。
（３）現場責任者は、主に現場に常駐し、必要に応じて業務従事者への研修・指導、人員管理を行う他、業務履行にあたって監督職員との協議及び連絡調整を行うこととする。

８．報告・届出義務
（１）受注者は、業務の状況を、業務日報により毎日業務終了時に報告し、月次業務報告書にて翌月10日以内に発注者に報告しなければならない。また、契約書、本仕様書及び個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に別段の定めがあるもののほか、発注者から報告を求められたときは、受注業務について報告を行うこと。
（２）受注者は、事故があったときは速やかに対応し、適切な処置をしなければならない。
また、その旨を監督職員に速やかに報告を行うこと。
（３）受注者は、業務の遂行に影響を及ぼす可能性がある場合は、速やかに発注者と協議することとし、対応策を講じること。

９．個人情報等の取扱い
（１）受注者は業務の履行にあたり、特記事項を遵守し、個人情報保護に関する措置を行わなければならない。
（２）受注者は、個人情報の守秘義務に関する誓約書を、発注者に提出しなければならない。
（３）個人情報以外の行政情報についても、個人情報に準じた取扱いを行うものとする。
（４）万が一、守秘義務違反に関する責任が生じた場合は受注者の責とし、金銭的な損害が発生した場合においては、全額を受注者が負うものとする。
（５）個人情報等の取扱い及び守秘義務については、委託契約終了後も同様とする。

１０．成果品及び提出期限
受注者は、業務完了後20日以内に成果品として、業務完了報告書を提出すること。
また、提出する成果品は、データで提出するものとする。ただし、府との協議の上、例外も認めることとする。

１１．権利の帰属
成果品及び受注者が本業務において独自に作成した業務手順書やＦＡＱその他関連する　　　　　
すべてのデータや資料及びそれに関する一切の権利（著作権法第２１条から第２８条までに
定めるすべての権利を含む。）を、発注者に無償で譲渡するものとする。
また、受注者は、成果品に関する著作者人格権を有する場合においても、発注者に対してこ
れを行使しないものとする。

１２．物品等
本委託業務を遂行するために必要となる次の物品等については、発注者が貸与又は負担するため、委託料には含めない。
(１) 電子計算機（パソコン）20台まで
（ただし、３月末までの貸与とする。４月以降は受注者にて以下を満たす端末機を準備すること）
・ノートブック型であること。
・Microsoft Windows 11 Enterprise（64bit）相当以上の権利を有すること。
・Microsoft Office Professional 2021 相当以上の権利を有すること。
・OSおよびオフィスソフトウェアのサポート期限内であること。なお、契約期間中にサポートが切れた場合は、後継バージョンにアップグレードする権利を有すること。
・ウイルス対策ソフトウェア（Windows Defender）を有効化していること
・端末機が庁内ウェブページ等各種機能を利用するための権利（Core Client Access License：CoreCAL）を取得していること。
・セキュリティ更新プログラムの配信ソフトウェア（Microsoft System Center Configuration Manager：SCCM）をインストールしていること。
(２) インターネット回線
(３) 電話機　10台まで
(４) 電話回線
(５) 複合機（ファクシミリ含む）（予定）
(６) 光熱費
(７) 通信費
(８) その他 業務に必要な消耗品一般

１３．災害時の対応
受注者は、災害時においては、速やかに発注者と協議を行い、可能な範囲で業務を行うものとする。

１４．その他注意事項
（１）本仕様書に定めのない事項及び業務実施上疑義が生じた場合は、発注者と協議のうえ、誠実に対応すること。
[bookmark: _Hlk194515581]（２）受注者は、労働基準法、雇用保険法、労働者災害補償保険法、職業安定法その他関係法令等の定めに従わなければならない。
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